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【別紙】 

算定の詳細 

 

Ⅰ．原価の算定  

 

１．設備管理部門（算定等規則第 14 条）の原価の算定 

担当支援区域ごとの第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービスに係る次のＡとＢの

額の合計額 

Ａ： 次のＢ以外の設備の場合 ａＡ＋ｂＡ＋ｃＡ＋ｄＡ （第 14 条第 2項） 

Ｂ： 放送役務と共用している設備の場合 （ａＢ＋ｂＢ＋ｃＢ＋ｄＢ）×２／３（第

15条第 6項） 

 

ａ： 第 14 条第 2項第一号 施設保全費等            （＝ａＡ＋ａＢ×２／３） 

ｂ： 同      第二号 更新した設備の減価償却費（＝ｂＡ＋ｂＢ×２／３） 

ｃ： 同      第三号 他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税 

（＝ｃＡ＋ｃＢ×２／３） 

ｄ： 同      第四号 その他既に設置されている設備に係る費用 

（＝ｄＡ＋ｄＢ×２／３） 

 

(1) 上記ａの施設保全費等は以下のとおり算定されている。 

① 原価の届出があった算定等規則第 15条第 2項第一号イ又はロに該当する単位

区域は、いずれも令和６年度末において特別支援区域として指定されていたた

め、これらの単位区域については、同イ又はロ（１）の規定にかかわらず、電

気通信事業法の一部を改正する法律（令和４年法律第 72 号）の施行の日（令和

５年６月 16 日）の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新た

に設置した、又は所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備に

係る費用を算定している（算定等規則附則第 2項）。 

 

② 除却損又は撤去費用は原価として算定していない（第 15 条第 2項第二号）。 

 

③ 第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係

る費用は原価として算定していない（第 15 条第 2項第三号）。 

 

④ 上記ａの計算において乗じる係数（第 14 条第 2項第一号）は、接続約款にお

ける設備管理運営費比率を用いた（第 15条第 2項第四号。 

 

（資料３） 
この資料中、経営にかかわる情報については「総務省審議会委員に限り開

示」としてマスキングしています。 
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(2) 上記ｂの更新した設備の減価償却費は、該当する設備がなかったため原価とし

て算定していない。 

 

(3) 上記ｃの他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額の計算は、第 15 条第 

4 項の規定によっている。 

 

(4) 上記ｄの既に設置されている設備に係る費用の計算は、第 14条第 2項第四号の  

規定によっている（総務大臣が認可した接続約款における接続料その他これに類

する単価を用いて計算している）。 

 

(5) 電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他

の給付金の交付は受けていない（第 15 条第 5項関係）。 

 

２．算定等規則第 16 条（設備利用部門）の原価の算定 

担当支援区域ごとの第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービスに係る次のＣとＤの

額の合計額 

   Ｃ： （次のＤの設備以外の設備の場合）  ｅ×ｆ（第 16条第 2項） 

   Ｄ： （放送役務と共用している設備の場合）ｅ×ｇ×２／３（第 16 条第 3

項） 

    

   ｅ 全国平均利用部門原価 

令和６年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事

業に属する活動（第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の

管理運営を除く。）に必要な費用（広告又は宣伝に係る費用を除き、算定等規

則別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得る

ために必要な費用に限る。）を平均回線数（※）で除した額（第 16 条第 2

項） 

    ※ 令和６年度末の回線数と令和５年度末の回線数の合計を２で除して得た

値 

   ｆ： ｇ以外の回線数 

ｇ： 放送役務と共用している回線数 

 

 (1) 上記ｅの額の計算は、第 16条第 2項の規定によっている。 

 

(2) 上記ｆ及びｇの回線数は、第 16 条第 2項の規定によっている（第 9条第 3項の 

規定により記録した該当する担当支援区域における該当する回線数と同数であ



 3 / 4 

 

る）。 

 

Ⅱ．収益の額の算定  

 

担当支援区域ごとの第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービスに係る次のＥ、Ｆ及

びＧの額の合計額（第 17 条第 2項第一号） 

  Ｅ： （次のＦの設備以外の設備の場合） ｈ×ｆ（第 17 条第 2項第一号） 

Ｆ： （放送役務と共用している設備の場合） ｈ×ｇ×２／３（第 17条第 2項 

第二号） 

 

  ｈ： 全国平均収益額 

   令和６年度における第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービスの収益の額

（算定等規則別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応す

る部分に限る。）を上記平均回線数で除して得た額 

 

  Ｇ： 担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用

いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の

事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供

に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額（第 17 条第 2項第三

号） 

 

(1) 上記ｈの額の計算は、第 17 条第２項第１号の規定によっている。 
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第七条式による交付金の額の算定 

 ＮＴＴ東日本株式会社 ＮＴＴ西日本株式会社 

Ⅰ．原価 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 
  

 算定等規則第 14条（設備管理部門）の原価  Ａ＋Ｂ   

 Ａ：次のＢ以外の設備の場合 ａＡ＋ｂＡ＋ｃＡ＋ｄＡ （第 14条第 2項） 

Ｂ：放送役務と共用している設備の場合 （ａＢ＋ｂＢ＋ｃＢ＋ｄＢ）×２／３（第 15条第 6項） 

ａ： 施設保全費等（第 14 条第 2項第一号） 

ｂ： 更新した設備の減価償却費（第 14条第 2項第二号）、除却費／撤去費用（第 15条 

第 2項第三号） 

ｃ： 他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税（第 14 条第 2項第三号） 

ｄ： その他既に設置されている設備に係る費用（第 14条第 2項第四号） 

  

算定等規則第 16条（設備利用部門）の原価 Ｃ＋Ｄ   

 

 

Ｃ： ｅ×ｆ（第 2項） 

Ｄ： ｅ×ｇ×２／３（第 3項） 

ｅ： 前事業年度における電気通信事業に属する活動に必要な費用を平均回線数で除した額           

ｆ： 当該担当支援区域における回線数のうちｇ以外の回線数 

ｇ： 当該担当支援区域における回線数のうち放送役務と共用している回線数（第 3項） 

  

Ⅱ．収益の額（算定等規則第 17条） Ｅ＋Ｆ＋Ｇ   

 Ｅ： ｈ×ｆ（第一号） 

Ｆ： ｈ×ｇ×２／３（第二号） 

 ｈ： 全国平均収益額 

Ｇ： 海底ケーブル又は陸揚局を使用させることによる第二号基礎的電気通信役務の提供以外の

収益の額（第三号） 

  

Ⅰ－Ⅱ．交付金の額 訂正後 143,565,605円 

訂正前 143,487,142 円 

  差額    78,463 円 

訂正後 5,094,513 円 

訂正前 5,094,987 円 

差額     -474円 

（注）端数のため小計の数字（単位支援区域毎のａＢ～ｄＢの合計×2/3 を足し上げ）と内訳の合計（ａＢ×2/3＋ｂＢ×2/3＋ｃＢ×2/3＋×ｄＢ×2/3）は合わない。 

総務省審議会委員に限り開示 


